
地交官

別記様式第２号（第３条関係）

年 月 ● 日

●● 〒 ( ●●● ‐●●●● )

電話

申請車登録番号

旧自動車登録番号

旧自動車車台番号

係署長 副署長 課長 係長 主任

　　　　　　　自　動　車　保　管　場　所　届　出　書　(新規・変更) 自動車の区分 登録・軽

車　　　　名 型　　　　式 車　台　番　号 自　動　車　の　大　き　さ

●●● ＡＢＣ－●●●● ＡＢＣＤ－１２３４５６

長さ 339 センチメートル

幅　 147 センチメートル

高さ 179 センチメートル

●● ●

 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 奈良県○○市●●●

 自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置
奈良県○○市●●●

(変更前　　

　　　上記の事項について届出をします。

警察署長　殿

住　所
奈良県○○市●●●

届出者 ●●●●－●●－●●●●

(ﾌﾘｶﾞﾅ) ナラ　タロウ

氏　名 奈良　太郎

備考 　１　法第５条、第13条第３項及び附則第６項の規定による届出にあっては｢新規｣の文字を、法第７条(第13条第４項及び附則第７項において準用する場合を含む｡)の規定による届出
　　(以下｢変更届出｣という｡)にあっては｢変更｣の文字を〇で囲むこと。
　２　自動車の区分の欄は、法第４条第１項の処分に係る自動車の届出にあっては｢登録｣の文字を、軽自動車である自動車の届出にあっては｢軽｣の文字を〇で囲むこと。
　３　変更届出をする場合において、自動車の保管場所の位置欄には変更後の自動車の保管場所の位置を記入するほか、同欄括弧内に変更前の自動車の保管場所の位置を記入　　
　　すること。
　４　次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。
　　(1)　自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下同じ｡)に係る使用の本拠の位
　　　 置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。
　　(2)　自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき((1)に該当する場合を除く。)
　５　用紙の大きさは、日本産業規格A列４番とする。

連絡先

記載例 軽自動車を新規に取得した場合は「新規」

登録自動車又は軽自動車の車庫を変更した場合は「変更」

に○印を付けてください。

登録自動車は「登録」

軽自動車は「軽」

に○印を付けてください。

自動車検査証を確認して記載してください。
【使用の本拠の位置欄】

○ 個人の場合

実際に居住している所在地を記載してください。

○ 法人の場合
実際に営業している所在地を記載してください。

※ 使用の本拠の位置と届出者住所が異なるときは、

使用の本拠の位置に関し、書面の提出や聴取を行う

場合があります。

【保管場所の位置欄】
駐車場の所在地を記載してください。
※ 使用の本拠の位置と同一の場合であっても「同
上」と記載することは避け、正確な所在地を記載してく
ださい。
○ 保管場所の変更の届出の場合
変更前の駐車場の所在地を(変更前 )欄内に

記載してください。届出先の警察署名

例：奈良警察署ならば「奈良」

和暦・西暦のどちらでも結構です

【届出者欄】

自動車の所有者又は使用者となる方を記載してください。

○ 個人の場合

住民票や印鑑登録(※)に記載された住所・氏名を記載してください。

○ 法人の場合

登記簿や印鑑登録に記載されている所在地・法人名・代表者名を記載してください。

※ 当該届出に印鑑登録の添付は不要です。

【その他注意事項】
○ 押印は不要です。

○ 当該記載例は一般的な例ですので、不明な

点は届出先の警察署に確認してください。


